
（３）健診・保健指導計画作成及び評価のためのデータ管理 

 

１）基本的な考え方 

○ 健診・保健指導のデータは個人の健康情報が入っているので、あらかじめ医療

保険者により定められた責任者をおいて管理することが望ましい。 

 

○ また、健診・保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、本プログラム第２

編第６章（２）④及び第３編第６章（４）２）④に定める基準を遵守する必要が

ある。 

 

○ 医療保険者は被保険者に対して、健診・保健指導結果を管理するとともに、そ

の情報を各個人が保存しやすい形※で提供することが必要である。 

 

 

※健診結果の様式の考え方 

・日本工業規格 A4 型１枚に収納される様式であること。 

・特定健診の標準的な健診項目全てについて検査値及び結果とその判定について

記載されていること。 

・できる限り、経年的な結果、データを視覚的に表現し、受診者が理解しやすい

体裁を有すること。 

なお、具体的なイメージ案は、別紙４参照。 
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（４）個人情報の保護とデータの利用に関する方針 

 

１）基本的考え方 

 医療保険者は、健診・保健指導で得られる健康情報の取扱いについては、個人情

報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応を行う。そ

の際には、受診者の利益を最大限に保証するため個人情報の保護に十分に配慮しつ

つ、効果的・効率的な健診・保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を

有効に利用することが必要である。 

 

２）具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法 

○ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づく

ガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイドライン」、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ドライン」等）等を遵守すること。 

 

○ 健診・保健指導データの電子媒体による保存等については、「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。 

 

○ 医療保険者は、健診・保健指導データを都道府県に提出する場合には、健診・

保健指導データのうち、氏名等の情報をはずし、何らかの整理番号を付番する等

により、匿名化されたデータを作成すること。 

 

○ 上記の個人情報の保護に係る一定のルールを満たした上で、収集・蓄積された

健診・保健指導に係るデータについては、健診・保健指導の実施に係る者が、国・

都道府県レベルで利用することができるような仕組みが望ましい。 

 

○ 国により都道府県毎に分類され、都道府県へ提供された健診・保健指導に係る

データについては、医療保険者による医療費適正化の一環として、保険者協議会

等の場において、生活習慣病対策の企画立案・評価のために利活用されることが

望ましい。 
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